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１．要 旨 

（１）廃止理由 

電話予約による住民票の写し等の交付については、近年、マイナンバーカードの普及

によるコンビニ交付の増加及びスマート申請による交付の開始に伴い、交付件数が減少

していることから廃止する。 

 

（２）廃止の日 

    令和７年１１月１日付で廃止する。 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

   総務課による事前審査済み  

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議における報告後、速やかに廃止手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、木曜日の正午までに提出。 


